
第54回市町村職員を対象とするセミナー  

「障害者自立支援法と障害福祉計画について」  

1 日 時 平成18年5月15日（月）10：30～16：50メド  
（10：00開場・受付開始）  

2 会 場 全国社会福祉協議会・灘尾ホール  

3 プログラム  

開会  

行政説明I 「障害福祉計画の策定に向けて」  

説明者 厚生矧動省 企画官 伊原 和人  

行政説明Ⅱ 「障害福祉計画作成上の留意点について」  

説明者 厚生矧動省社会・援護局障害保健福祉部  

企画課 課長補佐 懸上 忠寿  

四  行政説明Ⅲ 「障害者自立支援法の障害程度区分について」  

説明者 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部  

精神・保健福祉課 障害程度区分係長 佐藤 清和  

一 昼 食  （ 75分 ）  

五  事例報告I 「北…毎道十勝圏域における地域ケア  

ー精神科入院患者の退院促進の事例－」  

報告者 帯広ケア・センター 施設長 門屋充郎氏  

六  行政説明Ⅳ 「精神障害者の退院支援と障害福祉計画」  

説明者 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部  

精神・障害保健課 課長補佐 野村 知司  

七  行政説明Ⅴ 「福祉施設力＼ら一般就労への移行」  

説明者 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部  

障害福祉課 就労支援専門官 箕輪 優子  

ハ  行政説明Ⅵ 「相談支援体制の構築と障害者の地域移行について」  

説明者 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部  

障害福祉課 障害福祉専門官 高原 伸幸  

九  事例報告Ⅱ 地域移行の進め方について  

報告者 長野県北信圏域障害者生活支援センター  

所長 福岡 寿氏  

十  質疑応害・意見交換  

10：30  

10：30～  

（30分）  

11：00～  

（35分）  

11：35～  

（10分）   

11：45～   

13：00～  

（45分）   

13：45～  

（30分）   

14：15～  

（45分）  

15：00～  

（30分）  

15：30～  

（60分）  

16：30～  

（20分）  

16：50  十一 間会  

※ 昼食は周辺の混雑が予想されるため、予め多めに時間配分を行っております。こ了承下さい。  

※ 進行に」ま万全を期してまいりますが、場合によっては終了時間を超過する場合がございます。予め   

ご了承＜ださい。   



障害者福祉サービスに関する資料  

障害福祉計画に関する質問事項   



知的・精神障害者ク≠イトムの利用者数  （都道府県総人口に占める利用者数の割合）  

（平成17年4月）  
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※知的ヰ害者GH利用者数（Hけ．4湯在韓幸福社課調べ）及び   
精神障害者G日刊用看数（‖7．4現在精朴障書保健課調べ）の合計   





民間企業における障害者雇用率の状況（平成17年6月1日現在）  

用達成割合・・－一美雇用率  

0
 
 
 
 
 
0
 
 

∧
U
 
O
 
 

O
 
n
U
 
 

O
 
O
 
 

北■♯富秋山事■茨栃書I鳩千東沖1折苫石書■山」■岐書Iま三滋京大兵無印▲j■岡広山l±魯愛●■書暮イ左裏書一大奮上幣沖  

海草手城田 粁∋土城木1■玉；繁東緊満山 川井製一事■I『如上γ郡日長庫農歌取著長山j■ 口j■川 暗算口 同賞崎本分崎児爛  

i暮  川  山  1■  

注）都道府県別の状況は、企業の主たる事轢所（特例子会社及び関係会社特例の曙定を針ナている企業にあっては、その親会社の主たる事務所）が所在する都   
道府県において、集計したものである。   





障害者就業・生活支援センターの支援対象者数及び就職者数（平成17年4月～18年2月）  

家瀾支援対象翔 一－ト摘音数  （劉純音者削  
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（注）林道府県名の下の○は障害者就業・生活支捷センターの設置数（平成17年虔）  



障害者の新規求職者数に占める委託訓練受講者数の割合・就職率  

100  

90  

8D  

70  

6
 

0
0
 

0
 

委
託
訓
練
受
講
者
割
合
（
％
）
 
 

A「  

就
職
率
（
％
）
 
 

6
0
 
 
氾
 
 
4
0
 
 

北青岩音秋山沌茨栃群鳩干支神新富石ii山長坂相愛三滋京大兵東和鳥島岡広山姥書愛慕鳩佳良篠大宮應沖  
海象手城田罰≠島城東鳥玉葉京禁潟山川井製王事阜岡知玉井郁阪オ良歌取鳩山鳥口島川嬢知同賞暢本分崎児蝿  
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県  几  県  
出典・新規求職者臥．障亨着丈円対策抹調べ（平成16年度一平成17年度第3四半期）  

委託訓撼受領者数一戟見辛．能力開発挟間べ（平成16年良一平成17年度第3四半期）  

授産施設を出て就職した障害者の割合  

出典社会福祉施設等調査（平成15年）   



授産施設を出て就職した障害者の割合と授産施設利用者数の割合の関係  
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出典：社会福祉施設等調査（平成15年）   



’’地域    軽業センタージ］ブコ一千支援対象者鋸10万人あたりトー■一授産施設を出て就               隠した割   ム 口■‾－■   線形  （控産施  設を出て就    縫した割合）  
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出典：ジョブコーチ支援対象者雲臥．．独立行政法人高齢・障害者雇用支援機相調べ（平成16年産）、  

就職者数．．，社会権址施設等調査（平成15年）  



障害福祉計画に関する質問事項   

地方自治体から事前に提出された質問事項について、現段階での考え方を整理し、まとめたもの。  

大分笑頁   質問の内容   現段階での考え方   
都道府県障害福祉計画においては、障害福祉サービス等の見込み量を定  障害福祉サービスの種類によって、各都道府県の判断で、都道府県全体  

基本指針  
める単位となる区域を定めるものとされているが、県全体を1区域とし  
ても差し支えないか。   

指針において示された、目指す割合等の数値について、努力項目（示さ  就労支援や地域移行等を推進するためにも、できるだけ高い目標値を設  

基本指針  
れた割合等を下回って数値別業を設定して良いもの）と必須項目（示さ  定していただきたいが、国で示した数値自体は1つの目安であり、各自  
れた割合等以上の数値目標を定めなければならないもの）があれば、教  
えていただきたい。   

障害福祉計画、障害者プラン、地域福祉計画のそれぞれが個別法で作成  ご指摘の計画については、それぞれの目的、内容等が異なるものである  
が義務づけられ各々整合性が求められているが、これらを統合し一本化  がト各自治体の判断によりこれら全体を包含するような計画を作成する  

基本指針  できないか。   ことは可能であると考えている。  

都道府県計画の作成において、指定障害福祉サービス又は指定相談支援  計画を作成する必要があるのは、指定障害福祉サービス及び指定相談支  
の種類ごととあるが、ここでいう「又は」とは、障害福祉サービスと相  援の両方である。また、指定相談支援のサービス量については、サービ   

基本指針   談支援のどちらかの数値を指すのかご教示願いたい。   ス利用計画作成対象者数を想定している。  
また、相談支援の種類ごととはいかなるものか。サービス利用計画作成  
真の対象としか読みきれないが、その人数だけでよいのか。   

現荏の利用者数とあるが、いつの時点の人数か。将来見通しの17年度と  「現在の利用者」は、計画作成時における直近の状況をベースとすべき  
あるが、実際は16年10月時点の実態把握であり、一般就労は平成15年度  
となっている。   

基本指針  

市町村に「都道府県としての基盤整備の基本的考え方」を示すことと   「都道府県としての基本的な考え方」は、サービス量を見込むに当た  
なっているが、内容はどの程度のものが必要なのか。基本的考え方の程  り、国の基本指針に即して都道府県として月又り組むべき地上或生活への移  
度によっては、市町村に示すまでに時間が掛かり、市町村の取り掛かリ  行、福祉施設から一般就労への移行等の目標値をどのように考慮する  
が遅れるためスケジュールが厳しくなる。国で具体的な例を示してほし  か、また、事業所へのアンケート調査の結果も踏まえつう、都道府県至  

い。   体のサービス董をどう見込むか等について、あらかじめ都道府県全体の  

基本指針  目安を示すために提示するものであり、こういった趣旨を踏まえ、時間  
的な制約にも配慮しながら作成することが適当と考えている。なお、上  
記のとおり、「基本的な考え方」は、国の基本指針を踏まえ、都道府県  
毎の事情に応じて、地土或ごとの特性が反映されて作成されるものであ  
り、国で具体的な例をお示しする予定はない。  



質問の内容  ＋】  現段階での考え方   

基本指針の告示はいつなさ  れるのか？  3月1日に告示の骨子を示し、  先月26日及び本日告示案をお示しした  

1基本指針   l   

1ところであるが、現在、内容の調整を行っており、告示は、5月中  
定している。   

障害保健福祉関係主管課長会議資料（H18．3．1）資料3－3の中  
で、都道府県障害福祉計画において定める「各年度の指定障害者支援施  
設の必要入所定員総数」については、市町村障害福祉計画における数値  
を集計して必要な量の見込みを定めることとされているが、これはどの  

基本指針  
ような趣旨か。（同資料によると、市町村障害福祉計画において定める  
事項は、「各年度における指定障害福祉サービス又は指定相談支援の種  
類ごとの必要な量の見込及びその見込量の確保のための方策」及び「市  
町村の地域生活支援事業の実施に関する事項」とされており、指定障害  
者支援施設に係る数値は見込まれていない。）   

基本指針骨子（案）には，「平成23年度の目標値を設定」とあり，ま  
た「平成18年度から平成20年度までの3年間の指定障害福祉サービ  
スの見込み等について定める」とされている。  こととなると考えている。  

従って，23年度末におけるサービスの種類ごとに目標値を設定し，  
基本指針  第1期計画の20年度までの設定は，年度ごと．サービスの種類ごとに  

行うことでよいか。（21～23年度の間は，年度ごとに設定しないこ  
とでよいか？）  

また，第2期計画策定にあたって行う，第1期計画の必要な見直しと  
は．23年度目標値も含むのか？  

ヒ⊥ 高三几l±▼   
、   本としつつ」「地域の実情に応じて」「設定することが望ましい」など  

基本指針   の表現から判断すると、自治体の裁量が認められていると考えてよい   
か。   れているところであり、この点にも留意して作成することが必要で  

る。   
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大分類   質問の内容   現段階での考え方  
1 市町村障害福祉計画の進行管理の役割を担う地域自立支援協議会は  1 地域自立支援協喜義会は、障害福祉計画の作成のために設置するとい  
必ず設置しなければならないか。   うよりは、地域において障害者の生活を支える相談支援事業をはじめと  
2 計画作成にかかるスケジュール   するシステムつ＜りの中核的役割を果たすものとして、地土或生活支援事  
3 基盤整備の具体化を図る施設整備費補助の方針及び要綱は、いつ示  業の中の相談支援事業の一環で設置をお願いしているものである。法令  
されるのか。   に基づく必置機関ではないが、相談支援事業の運営のみならず、困難事  

また、精神科病院の病床車云換に対する施設整備助成の内容について  例への対応の在り方、関係機関によるネツトワークの構築など様々な機  
基本指針・財源                                    も、いつ示されるのか。   能を存するものであることから、各市町村に必ず設置していただきたい   
問題  と考えている。  

2事後のスケジュールについては、3月1日（障害保健福祉関係主管  
課長会議資料資料3－2）にお示ししたところ。  
34月21日付け事務連絡（「平成18年度社会福祉施設等施設整備費  
（障害保健福祉部分）の国庫補助に係る協議について」）でお示しした  

ところ。   

サービスの見込量を推計するワークシートが固から配布されるが、計画  障害福祉計画に定めるべき事項については、基本指針において詳細に列  
の標準例（文言を含んだもの）などを出す予定はあるのか。   挙したところであり、また、技術的事項でもあるサービス見込量の推計  

については、その支援のためのウークシートをお示ししたところである  
計画標準例  が、障害福祉計画の作成事務は自治事務であることもあり、地域ごとの  

特性が反映されるべき計画の文言に関する標準例までお示しする予定は  
ない。   

見込量の算定については、現在の利用者数を基礎としつつ、障害者の  国としては、これまでのワークシートや手引きにおいて小規模作業所か  
ニーズ、近年の利用者の伸び、今後新たに利用が見込まれる精神障害者  らの移行や退院可能精神障害者の見込み万等の具体的な方法をお示しし  
や小規模作業所利用者の移行などを見込んだうえで、必要なサービス量  てきたところだが、計画は各自治体において作成するものであるから、  

サービス見込量                 を見込むこととなっているが、その具体的な方法について伺いたい。   国のウークシート等を参考にしつつ、計画作成委員会等で異休的にどの  
ような手順で作成していくのかよく議論し、その自治体にあった手法で  
計画つくりを進めていただきたい。   

中間報告のフォーマットは国から提示されるのか、提示される場合  今後、別途お示しする予定である。  
いつごろ提示されるのかご教示願いたい。  

サービス見込量    特に、ホームヘルプ系のサービスについて、集計にあたっての様式は提  
示される予定があるのか否かお聞きしたい。  



質問の内容  現段階での考え方  
日中活動系  居住系サービスに係るサービス見込量推計ワーク  シートが  訪問系サービスについては、未だサービスを実施していない市町村から  
示されたところであるが、訪問系サービスについての具体的見込み方   高い水準の給付を行っている市町村  で地工或差が大   

憂  」は。   l用吉敷や一人当たり利用量について、一律の見込み万（ワークシート） 】  

をお示しすることは困難と考えている。したがって、基本指針にお示し  
サービス見込量  しているように、各市町村毎に、現在のホームヘルプサービスの利用者  

数を基礎として、支援費制度以降の利用者の伸び、退院可能精神障害者  
を含め新たにサービス利用が見込まれる者の数を勘案して見込んだ数  
に、障害者のニーズ等を踏まえて見込んだ一人当たり利用量を乗じるこ  
とにより、見込んでいただくことを想定している。   

事業者指定（特に施設系（日中活動系），10／1施行）と数値目標（9  法第38実業2項の指定の扱いについては、都道府県障害福祉計画の策  
月中間報告）との関係はどうなるのか？   定を前提にして行うこととなっており、計画策定前に指定拒否を行うこ  

事業者指定は準備指定として夏頃から申請受付・審査事務が予想され  とは因難と考えている。なお、計画的な基盤整備を進めるため、10月の  
るが；その時期は数値目標（案）については調整中である。   施行時点から、法案38条第2項の指定の扱いの運用を行う必要がある  

サービス見込  従って，計画の目標値によっては指定しないことがあり得ることを前  都道府県については、必要なサービスの見込量部分のみを先に確定させ   
量・指定基準等  提に事業者指定申請を受理して，審査を行うことになるのか？   た「暫定計画」を作成し、それに基づいて指定拒否を行うことも可能と  

考えている。   

障害者支援施設では、夜の施設入所支援に加えて、昼は、生活介護等の  障害者支援施設の指定は、障害者支援施設の設置者の申請により、施設  
日中活動サービスがあわせて提供されることとなるが、この生活介護に  障害福祉サービスの種類及び当該障害者支援施設の入所定員を定めて、  
ついて、計画の数値を上回る場合には、指定拒否を行うことができるの  行うこととされており（法第38条第′l項）、お尋ねの場合には、施設入．  
か。その場合、法第何条のどこを根拠に指定拒否を行うのか。   所支援と生活介護の定員を定めて申請を行うこととなる。この場合、計  

指定拒否  画の数値を上回る又は計画の達成に支障が生じる場合には、同条第2項に  
より、指定拒否を行うことができる。  



大分類   質問の内容   現段階での考え方   
地域生活支援事業について   ・地域生活支援事業については、障害者及び障害児のニーズを十分把握  
・事業の種類ごとの量の見込みを定めることとなっていますが、どのよ  しつつ、地域における障害福祉サービスの提供状況、地理的条件、ボラ  
うなことを想定されているのか具体的にお示しください。   ンティアなどの社会資源の活用等を勘案して、柔軟な対応により効率  
・相談支援，日常生活用具、コミュニケーション支援、福祉ホーム、地域  的・効果的に実施できるよう、各自治体において各年度における数値目  
活動支援センター等の見込量はどのような単位とするのでしょうか。   標を含め適切に計画を策定願いたい。  
■人材育成の中にも手話通訳等の育成、相談支援従事者の研修等様々な  各年度における事業の種類ごとの量の見込とその考え方については、  

ワ‾－ビス見込                                事業があり、全てを計画で網羅することは困難ではないでしょうか。   各事業の内容を勘案して設置見込か所数、利用見込番数等について記載   
量・地土或生活支  することが考えられる。   
援事業  人材育成については、園の基本指針において、サービス管理責任者や  

相談支援専門員を養成する研修について、研修計画を作成して計画的に  
実施することが、必要であるとしているところであり、これを踏まえつ  
つ、各地土或の実情に応じて設定されたい。  

なお、詳細については、別途お知らせする予定である。   

障害福祉計画の基本指針には、計画に盛り込むべき就労関係の目標とし  就労移行支援事業の利用者が、トライアル雇用やジョブコーチを活用す  
て、障害者委託訓練事業、障害者試行雇用（トライアル雇用）事業及び  
職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援について具体的な数値を示  

サービス利用の         しているが、このことは就労移行支援等の福祉サービスを受けながら、   
形態   このような労働サイドの訓練事業や試行雇用事業等を同時に利用できる  

と捉えてよいのかご教示ください（従前は同時に利用することは不可能  
と認識していました）。   

アンケート調査を実施するにあたって、数カ所の事業所は多機能型を計  （かエリアの問題‥・地土或的範囲の目安として、主たる事務所と従たる事務  
画しているが、いくつかの課題があり新体系に向けた計画が進まない状  所は、同一の日常生活圏土或において、緊急時にサービス管理責任者が適  
況である。   切に対応できるような距離にあることとする。（運岡上、主たる事務所  
下記について、指針を早急に示されたい。   と従たる事務所の間は、原則として、概ね30分以内で移動可能な範囲  

①エリアの問題・・・複数の小規模事業所が一事業所としての運営を計画  とする。）  
しているが、福祉圏域をまたがるなど事業所所在地間の距離が離れてい  e）事業所の数の問題‥イ一体的な運営の要件」に合致していれば、事業  
る場合、どの程度までなら一体的な運営と解釈できるのか。   所指定することは可能。  

②事業所の数の問題…いくつまでなら認められるのか。   ③人員配置について、直接サービス提供職員は、場所（事務所）ごと  
指定基準等  ③多機能型の人員配置の問題…各事業の利用人員に応じたサービス提供  に、少なくとも専従・常勤職員を1以上配置すること。  

職員の配置基準はどのような算定になるのか。   利用者数について、主たる事務所及び従たる事務所のそれぞれについ  
④複数事業体系ではなく、単一事業体系の事業所を数カ所ブランチ的に  て、事業ごとに定める最小利用人員以上となる。  
運営する場合は、“一体的な運営の要件”に合致していれば一事業所と  なお、①～③の詳糸馴こついては、障害者の雇用・就労促進のための関  
して認められるのか。   係行政機関会議資料（平成18年4月26日：障害者自立支援法関係資  

料8）を参照されたい。  
＠「複数事業体系ではなく～」‥・貴兄のとおり。  



I I 質問の内容  現段階での考え方  
地域移行型ホームについて、報酬単価は、共同生活援助（グループホー  
ム）と同じか。  

地域移行型ホームの幸朋州単価については、その指定内容に応じて、  
生活介護（グループホーム）又は共同生活介護（ケアホーム）のし  

】＋Hr±11＝ナご仕′▼′「  

ナ日人ヒ垂準苛   ；力＼の報酬単価によることとなる。  

精神障害者生活訓練施設は、新体系の事業として、夜間は「施設入所」  夜間の「施設入所」、即ち、施設入所支援は、第一種社会福祉事業であ  
への移行は可能か。   る障害者支援施設において提供されるものである。従って、障害者支援  

指定基準等  （精神障害者生活訓練施設は、グループホームかケアホームにしか移行  施設としての施設基準、設置主体の種別等の要件を満たす場合には、現  
できないと解している事業者がいる。）   行の精神障害社会復帰施設から障害者支援施設に移行することは可能で  

ある。   

重症心身障害児施設、国立病院機構の新体系への移行予定を把握するに  療養介護事業の指定は、病棟ことに療葉介護の最低定員である20名以  
あたって、療養介護事業の指定は、ベット単位、病室単位、病棟単位の  

指定基準等  
いずれにより行われるのか。   

地域活動支援センターを多機能型で選択する場合、設備基準等は示され  地域活動支援センターは、地域生活支援事業であり、自立支援給付が対  
るのか。   象となる多機能型が想定する事業ではないが、自立支援給付に係る事業  

指定基準等  
に併設することは可能である。なお、センターの最低基準は、告示でお  
示しする予定である。   

1サービス利用者の将来見通しによれば、就労継続（雇用型）の平成  1 雇用型においては、利用者を雇用する形態をとることから、最低貰  
23年度の人員は、全国で36，000人とされている。   金法等の労働法規が適用される。最賃法においては、障害等の理由によ  
雇用型は、利用者との雇用契約に基づき、最低賃金を保障することが求  り労働能力の低い者に対し適用除外の制度があり、現在の福祉工甥にお  
められているが、現実にはこれの保障は非常に困難であり、目標人員の  いても適用されているところであり、いわゆる雇用型事業についても適  
達成は不可能ではないかと思われる。具体的な新体系への移行に当たっ  用されるものと考えている。なお、10月以降、こうした最貰適用除外  
ての施設指導については、最低賃金法の適用除外を念頭において調整す  の申請が急増することが予想されることから、事務処理が円滑に実施さ  
ることとして差し支えないか。   れるよう、現在、労働担当部局と調整を行っているところ。  

新体系事業指定                                      2 現行の施設は、施設種別が異なるため、同一敷地で管理部門を共有  2 新体系において、同一の場所で複数種類の事業を実施する場合は、  
していても、別施設として施設訓練費を算定している。   一体的な運営が可能であることから、原則、多機能型と同様に取り扱う  
新体系に移行する場合、このようなケースは、同一の施設として算定す  こととしている。ただし、現に複数の指定施設を同一敷地内において実  
ることとなるのか。また、新体系移行について、一方の施設だけ移行  施している場合については、新体系への移行後も、それぞれの施設ごと  
し、もう一方の施設は時期をずらして移行することとしていいのか、そ  の運営が完全に独立しているときは、紹過措置として、それぞれ独立し  
れとも同時に全て移行すべきか、お伺いしたい。   た指定事業所として取り扱うこととしている。（参照：18．4．26  

障害者の雇用・就労促進のための関係行政機関会議資料8plO）  



大分類   質問の内容   現段階での考え方   
国が示した退院可能な精神患者数について、どのような考え方で算出さ  「受入条件が整えば退院可能な精神障害者」の数については、平成14  
れた   年度の患者調査による統計値であり、各都道府県ごとの敷についても、  
のかお示しいただきたい。また、「退院可能な患者数」と「病床数の減  この患者調査に基づ＜ものである。この「退院可能な精神障害者」の数  
少」は同じ考え方なのか。   は、当該患者調査で約7万人とされている。一万、「必要な精神病床数  

退院可能精神障  の減少」は、医療計画における精神病床に係る新たな基準病床算定式に  
害者  あるように、平均残存率、退院率の改善を通じて、必要となる病床数の  

減少が促されるというものである。（「精神保健医療福祉の改革ビジョ  
ン」を参照願いたい。）   

精神科病院入院患者の退院見込み者と既施設入所者の地域移行の目標値  「受入条件が整えば退院可能な精神障害者」については平成24年度の  
設定について（3月1日課長会議資料3－1の13ページ「居住系サービス  解消を目指すこととしているが、ご指摘の資料では、その途上にある平  

退院可能精神障            利用者の将来見通し」の解釈）   成23年度における見通しを記載したものであり、その時点においては   
害者   退院可能な精神科病院入院患者7万人のうち、地域移行外の2万人は  病院入院等の状況にある「退院可能な精神障害者」もー定数存在するも  

施設入所者等にカウントされているが、具体的にはどのような移行先を  
考えているのか。   

地域生活支援事業実施要綱（案）3の（1）及び（2）において、都道  地域生活支援事業のうち、必須事業としてあげられているものについて  
府県・市町村の必須事業として掲げられているが、地域の実情によって  ま、地域の実情によってはすぐに実施することが困難な場合もあると承  

地土或生活支援事            ま実施体制が未整備であり、事業者辛が困難だとしても、都道府県及び  知しているが、将来においていつの時点から事業を実施するか等につい  
業   市町村の障害福祉計画に、事業実施について必ず盛り込まねばならない  

か。   

地域生活支援事業を見込むに当たって国庫補助金の配分額及び地方交付  国庫補助配分額†こついては、市町村の配分に用いる事業評価指標調査の  
税の財政需要額への算入額を提示いただかないと各市町村において事業  

地Ⅰ或生活支援事  

業  

18年10月以降の福祉作業所の支援に係る交付税措置はどうなるのか。   18年10月以降は、地域活動支援センター及び小規模作業所分への委  
託（補助）分として交付税措置（市町村分）されている。  

財源  




